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研究成果の概要（和文）：EEAは，立法権限の移譲を伴わないため，EC型の直接適用性・優越原理を持たないとされた
にも拘わらず，EEAにおいてもEC法秩序との「同質性」を確保せねばならないという，そもそも不可能に近い制度設計
の試みであったにも拘わらず，当初のEC法関係者の予想に反して，存続しえたのみならず，実際上ECにおけると同等の
私人の権利保障を達成したと言われるようになっていることが明かとなった．この事実は，EC法が唯一の実効的な経済
統合モデルとは必ずしも言えないこと，ヨーロッパにおける国際裁判所・国内裁判所相互間の「対話」に基づく法形成
の重要性を示すものと思われる．

研究成果の概要（英文）：Institutional design of EEA was regarded as "a mission impossible" because of its 
contradictory obejctives: ensuring "homogeneity" between EFTA pillar and EC pillar without transfering leg
islative powers of EFTA States to the EEA institutions. Contrary to discouraging prediction by Community l
awyers in its early years, the EEA is now said to have achieved almost the same result as in EC law in ter
ms of judicial protection of individual rights. This finding suggests that EC law is not necessarily the s
ole model for economic integration and shows the importance of judicial dialogue between international and
 national courts in Europe.
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１．研究開始当初の背景 
 

現在 EEAの EFTA 側構成国は，アイスランド，

ノルウェー，リヒテンシュタインの 3カ国の

みであり，日本におけるビジネスローにとっ

て，経済的利益という観点から見た重要性は，

EC・EU に遠く及ばない．そのため，日本にお

いては，EEA の制度，特に EFTA 裁判所の研究

は，従来殆どなされていなかった．EC 法研究

者の間においても，EEA 設立条約と EC 条約と

の適合性に関して 1991 年に出された EC裁判

所の勧告的意見が関心の対象となった程度

で，殆ど学問的関心の対象とされておらず，

国際法研究者の間では，そもそも EEA 自体が

殆ど知られていなかった． 

ヨーロッパにおいても EEA 研究の蓄積は，質

量ともに EC・EU 法研究に遠く及ばない．1992

年の EEA 設立条約の成立直後の研究は，同条

約の註釈が中心であった(Jacot-Guillarmod, 

1992; Norberg, 1993)が，EFTA 裁判所が，1994

年以降判例を形成し始めるにつれ，若干の評

釈文献が現れ始めた．その後 2000 年代に入

り，EFTA 裁判所の判例コーパスがある程度蓄

積されてきたことを背景として，同裁判所の

10 周年記念論文集(Baudenbacher (ed.), The 

EFTA Court: Ten years on)が 2005 年に刊行

され，同裁判所の Baudenbacher 長官の記念

論文集が 2007 年に刊行されたことが注目さ

れる程度であった．従って，国外の研究も緒

についたばかりと言って良い状態であった． 

研究代表者伊藤は，EEA 設立条約調印前後の

1990 年代初頭から，EFTA 法と EC 法との間の

調整メカニズムに学問的関心を持っていた

が，EFTA 裁判所の判例法形成が未知数であっ

た時点では，時期尚早と考え，具体的な研究

を開始するには至らなかった．しかし，EFTA

裁判所の活動開始とともに，EC 判例と EFTA

判例との相互影響作用が生まれ始めている

らしいことに気付き，関心を持ち続けていた． 

ところが，EFTA 裁判所の Baudenbacher 長官

から直接の接触を受けた須網が，2007 年およ

び 2008 年秋に，早稲田大学において同長官

のセミナーを開催することとなり，伊藤も 2

年連続してセミナーに出席したことから，研

究を構想することになった． 

 
２．研究の目的 
 

本研究は，多元的法秩序間の調整メカニズム

として，制度化された恐らく唯一の事例と思

われる「ヨーロッパ経済領域(European 

Economic Area) (以下では EEA と略称する)」

の研究を課題とし，EU 法・国際法研究への寄

与を目指すものである． 

しかし，EEA は，EU 全加盟国と，スイスを除

く EFTA 加盟国とを構成員とする自由貿易圏

として構想された国際機構であるが，EFTA 裁

判所(EFTA Court)という独立の裁判所を持っ

ており，更に興味深いことに，同裁判所は，

EEA 設立条約の明文規定により，同条約の調

印(1992 年 5 月 2 日)以前の EC 法コーパスを

法源として適用し，それ以後の EC 法につい

ては，拘束力は無いが参照するとされている．

即ち，EEA の内部においては，EFTA 裁判所を

EEA 条約の有権的解釈者とする EFTA 法と，EC

裁判所を EC条約の有権的解釈者とする EC法

とが制度上併存するという，未曾有の制度化

がなされている． 

独立の法秩序として構想されながら，EC法秩

序と EFTA 法秩序との間で，どのように規範

の抵触を調整するための制度設計がなされ，

実際にどのように運用されているかを明ら

かにすることを，本研究の目的とした． 

 
３．研究の方法 

従来の研究状況を反映し，そもそも日本の研

究機関におけるEEA法研究文献資料の所蔵が

充分とは言えず，また EEA 法の関係国が，北

欧諸国，オーストリア，リヒテンシュタイン，

スイス等，日本における比較法研究の手薄な

国々であること，更に，本研究の研究対象領

域は，国際法とヨーロッパ法の両者にまたが

るため，まず研究の基礎作業として，系統的



な文献・資料のリストアップ・収集に努めた．

また，EFTA 裁判所およびヨーロッパにおける

資料収集・調査にも努めた． 

ヨーロッパ法専攻者である伊藤・須網，国際

法専攻者である濵本・寺谷が，研究会報告を

行うことにより，EEA の制度概要に関する基

礎的理解を共有し，更に各人の問題関心に基

づく EEA 法上の論点を探し，その問題点を明

確化するよう努めた． 

また，文献によってのみでは得難い，現実の

運用についても，EFTA裁判所のBaudenbacher

長官来日の機会に開催されたセミナーにお

いて，報告を聞くとともに質疑・討論を行っ

た． 

 
４．研究成果 
 

当初，殆どゼロから始めた EEA 法研究であっ

たが，Baudenbacher 長官来日に伴うセミナー

あるいは共同研究者相互間での討議を重ね

ながら問題意識・研究手法の明確化作業を行

った結果，具体的な EEA の制度形成に関する

研究，EFTA 裁判所判例の分析作業のとりまと

めを行うことができた．最終年度には，「法

律時報」誌に「小特集 多元的法秩序間の調

整メカニズム─ヨーロッパ経済領域を素材

に」と題し，共同研究者による研究成果を公

表することができた．これは，従来日本では

極めて研究の乏しかったEEAに関する研究論

文を一挙に複数掲載した初の法律専門誌に

おける特集となった．より具体的には，伊藤

が，EFTA 裁判所判例が，EEA 法違反に基づく

加盟国の国家賠償法理を形成してきた過程

を，須網が，EU 法における直接適用性・優越

原理とEEA法秩序の構造的相違を，濵本がEEA

の制度枠組の形成過程を，寺谷が EEA 法にお

ける基本権保障判例の展開に見る複数の国

際人権保護システム競合・交錯を，それぞれ

分析検討した． 

本研究の結果，統合度の異なる二つの法秩序

(EFTA と EC)間での「同質性(homogeneity)」

を確保するという試みが，当初の EC 法関係

者の予想に反して，実際の帰結においてはほ

ぼ達成されていることが明かとなった．この

ことは，従来の国際法と全く異なる独自性を

持つと言われてきた EC・EU 法の理解にも再

考を促すものであり，また従来日本ではあま

り知られていなかった，ヨーロッパにおける

複数の国際裁判所(EU 裁判所，EFTA 裁判所，

ヨーロッパ人権裁判所)相互間，更には国内

裁判所との間の「裁判官」対話の重要性をも

浮き彫りにするものである． 
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